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学校体育施設開放事業 

                                    スポーツ振興課 

 
１． 目的 

笠間市における社会体育の普及のために、学校体育施設を学校教育に支障の無い範囲で、幼児、

児童生徒その他一般市民の利用に供する。 
 

 
２．内容 

 笠間市内に在住、在勤、在学するものが概ね１０人以上の団体に対して、市内小中学校の体育

施設（体育館・グラウンド・武道場・相撲場等）を学校教育に支障の無い範囲で開放し、市民の

生涯スポーツや健康増進の場として供している。 
 

 
３．実施状況 

・実施校（市内２１校） 
  小学校１４校  中学校７校 
・開放施設  
  グラウンド・体育館 ２１校（全校）  
  武道場        ２校（友中・友二中） 
  相撲場        ３校（友中・笠中・笠小） 
・開放時間 
  開放学校ごとの運営協議会において協議決定している。特に中学校については部活動に影響

 が無い時間としている。（下記は基本的な事例であり開放校により多少の違いあり） 
 小学校 平日１６:００～２２:００ 土日祝 特に制限無し 
 中学校 平日１８:３０～２２:００ 土日祝 早朝８:００まで  夜間１８:３０～２２:００ 
・利用団体 
  １８３団体 

 
４．内部評価 

 市民の余暇活用、スポーツ振興及びスポーツ少年団活動において、学校施設の利用は大きな効

果を上げており、引き続き継続すべき。 
 

 
 
 
 
 



５．外部評価委員会の意見 
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○事業の趣旨はよく理解できたので今後とも継続していくことの必要性は十分認めたい。市民各層

が広く参加して活動しているようなので大変結構なことと思う。ただ，事故や怪我などが起こるこ

とも考えられるので，その時の迅速な対応や防止策についても事前に検討しておいてほしい。他の

委員から出た意見のように今後は受益者負担という面からの検討も必要ではないか。 
 
○青少年の健全育成，市民の健康保持・増進のための事業であり，必要性及び有効性は非常に高い

と思われる。また，体育館等の施設も複数団体が同時使用するなど効率性も高いことから，現行ど

おり継続実施すべきと認められる。 
 なお，電灯料等については，受益者の実費負担等について考慮すべき時代と思われるので，検討

を願います。 
 
○高い利用率で，有効に活用されている事がうかがわれます。 
 「学校」という子ども達の学びの場ですので，その施設が利用されることにより，破損等で授業

等に支障がでないようにしていただきたいと思います。また，時代的にも，一部受益者負担を考え

ていく必要もあるのではないでしょうか。 
 

 
６．外部評価に対する改善等の取り組み 

 事業全体に対し必要性・有効性が非常に高いと評価いただいた事業であり，今後も継続して実

施していきます。 
継続実施に当たっては，体育施設開放運営協議会の会議において利用ルールやマナーの徹底を

図るとともに、受益者負担に関しては，事例の収集や近隣調査等により今後検討していきます。

 

 

 

 


